
島 根 県 報
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地方自治法（昭和��年法律第��号）第���条第�項の規定により、出雲市長から次のとおり町及び字の区域を変更する

旨の届出があったので、同条第�項の規定により告示する。

なお、この届出に係る町及び字の区域の変更の効力は、土地改良法（昭和��年法律第�	
号）第�	条の�第��項におい

て準用する同法第
�条第�項の規定による県営経営体育成基盤整備事業荒茅地区の換地処分の公告があった日の翌日から

生ずる。

平成�	年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 出雲市荒茅町に編入する区域

第����号 平成�	年�月��日 (�)

町 字 地 番

松寄下町 以後輪 ����の�、����の�、����の�から�まで、����、����、����の�、����の�、

���
の�から�まで、����の�から�まで、����、����、����の�、���	、���	の

�の一部、��
�、��
�、��
�、��
�、��
�の�、��
�の一部、��
�の�の一部、

��
�の�の一部、��
�の�の一部、��

の一部、��

の�の一部、��

の�の一

� �

� �

町及び字の区域の変更（�件） （市 町 村 課） �

字の区域の廃止 （ 〃 ） �

広域連合の規約変更の許可 （ 〃 ） �

生活保護法の規定による介護機関の指定 （地 域 福 祉 課） �

生活保護法の規定による指定介護機関の事業廃止の届出 （ 〃 ） �

換地計画書の縦覧（�件） （農 村 整 備 課） �

保安林予定森林（�件） （森 林 整 備 課） �

島根県漁業近代化資金等利子補給金交付要綱の一部改正 （水 産 課） �

島根県漁業近代化資金利子補給事業実施要綱の一部改正 （ 〃 ） �

島根県漁業経営維持安定資金利子補給事業実施要綱の一部改正 （ 〃 ） 	

土砂災害警戒区域の指定 （砂 防 課） 	


 �

学校法人の寄附行為の認可 （総 務 課） ��

特定非営利活動法人の設立の認証申請に係る書類の縦覧（�件） （環境生活総務課） ��

公共測量の実施 （用 地 対 策 課） ��

都市計画の変更案の縦覧 （都 市 計 画 課） ��
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平成�	年�月��日 (金)
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(毎週火・金曜日発行)
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島 根 県 報

（ただし、上記地番は、平成��年��月�日現在のものである。）

� 出雲市松寄下町字以後輪に編入する区域

（ただし、上記地番は、平成��年��月�日現在のものである。）

��������	

地方自治法（昭和��年法律第��号）第���条第�項の規定により、雲南市長から次のとおり町及び字の区域を変更する

旨の届出があったので、同条第�項の規定により告示する。

なお、この届出に係る町及び字の区域の変更の効力は、土地改良法（昭和�	年法律第�
�号）第�
条の�第��項におい

て準用する同法第�	条第�項の規定による県営ほ場整備事業北大西地区の換地処分の公告があった日の翌日から生ずる。

平成�
年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 雲南市加茂町加茂中に編入する区域

（ただし、上記地番は、平成��年��月�日現在のものである。）

� 雲南市大東町仁和寺に編入する区域

�

（ただし、上記地番は、平成��年��月�日現在のものである。）

� 雲南市加茂町大西に編入する区域

第���	�号 平成�
年�月��日(�)

部、����の一部、����の�、����の一部、����の一部、����の�の一部、���
、

���
の�、����、����の�から�まで、����、����の�、����の�、����、����の

�の一部、����の�の一部、���の�の一部、���の�の一部、���	の�の一部、

���	の�、���	の�の一部

���
の�の一部、���の�の一部、���の��、����の�、���	の�、���	の�、

���	の�の一部、����の�から�まで、����の�から�まで、����の�、����の

�、����の�から�まで

町 地 番

荒茅町 ����の�の一部、����の�の一部

松寄下町 ���
の�の一部、���の�の一部、���	の�の一部

町 字 地 番

加茂町 大西 		の�、		の�、	�の�の一部、	�の�、	�の�、		�、		�、		�の�から

		�の�まで、		の一部、			の一部、	��の�の一部、	��の�の一部、	��の�、

	��の�

及びこれらの区域に介在する道路である国有地及び市有地の全部

町 字 地 番

加茂町 大西 ���の一部、��	の一部、��
の一部、��
の�の一部、���の�、���の�、���、��

、���の�、���の�、���の�、���の�、���の�、��
の�、���の�の一部、��

�の�、��	の�、���の�の一部、���の�、���の�、���の�、�の一部、��の

一部、���の一部、���、���、���の�、��
の�、���の�、���の�

及びこれらの区域に隣接介在する道路・水路である市有地の全部



島 根 県 報

（ただし、上記地番は、平成��年��月��日現在のものである。）

��������	

地方自治法（昭和��年法律第��号）第���条第�項の規定により、雲南市長から次のとおり字の区域を廃止する旨の届

出があったので、同条第	項の規定により告示する。

なお、この届出に係る字の区域の廃止の効力は、国土調査法（昭和��年法律第���号）第�
条第	項の規定による国土

調査の認証の日から生ずる。

平成�
年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

雲南市大東町須賀において字を廃止する区域

�������
	

地方自治法（昭和��年法律第��号）第�
�条の�第�項の規定により、平成�
年�月��日付けで雲南広域連合の規約の

変更を許可したので、同条第�項の規定により告示する。

平成�
年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������	

生活保護法（昭和�年法律第���号）第�条の	第�項の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次のとお

り指定したので、同法第条の	第�号の規定により告示する。

平成�
年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第�����号 平成�
年�月��日 (�)

町 字 地 番

大東町 仁和寺 �の�の一部、�の	の一部、	の�の一部、	の	の一部、	の�の一部、	の

�の一部、�の一部、�の�の一部、�の一部、���の�の一部

及びこれらの区域に隣接介在する道路・水路である市有地の全部

町 大 字 廃 止 す る 字

大東町 須賀 須賀の区域内のすべての字

事 業 者

実施する事業

事 業 所
指 定
年月日名 称

主たる事務所
の所在地

名 称 所 在 地

医療法人 出雲勤労
者健康管理協会

出雲市塩冶町���－
�

訪問リハビリ
テーション

大曲診療所 出雲市大津町�
��
平成�
年
�月�日

医療法人 出雲勤労
者健康管理協会

出雲市塩冶町���－
�

介護予防訪問
リハビリテー
ション

大曲診療所 出雲市大津町�
��
平成�
年
�月�日

医療法人財団 公仁
会

松江市鹿島町名分
���－�

訪問リハビリ
テーション

医療法人財団公仁会
鹿島病院

松江市鹿島町名分
���－�

平成��年
��月�日
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��������	

生活保護法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項において準用する同法第��条の�の規定により、次のとおり指

定介護機関の事業の廃止の届出があったので、同法第��条の�第�号の規定により告示する。

平成��年	月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

��������	

土地改良法（昭和��年法律第���号）第��条の�第	項の規定に基づき、県営土地改良事業に伴う飯石南（吉田）地区

曽木工区の換地計画を定めたので、同条第�項において準用する同法第��条第項の規定により次のとおり縦覧に供す

る。

なお、当該換地計画に不服がある場合は、縦覧期間満了後��日以内に、島根県知事に対して異議申立てをすることがで

きる。

平成��年	月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

	 縦覧に供する書類の名称

換地計画書

� 縦覧の期間

平成��年	月�
日から��日間

� 縦覧の場所

雲南市役所

�������
	

土地改良法（昭和��年法律第���号）第��条の�第	項の規定に基づき、県営土地改良事業に伴う鹿足（六日市）地区

棗・本郷工区の換地計画を定めたので、同条第�項において準用する同法第��条第項の規定により次のとおり縦覧に供

第�����号 平成��年	月�
日(�)

医療法人社団 水澄
み会

浜田市三隅町河内
���－	

訪問介護
ヘルパーステーショ
ン とびの郷ゆうな
ぎ

浜田市治和町���－
	

平成��年
��月��日

医療法人社団 水澄
み会

浜田市三隅町河内
���－	

介護予防訪問
介護

ヘルパーステーショ
ン とびの郷ゆうな
ぎ

浜田市治和町���－
	

平成��年
��月��日

有限会社 アクティ
ブライフ保知石

出雲市知井宮町��
�

－

居宅介護支援
事業

居宅介護支援事業所
つどいの里

出雲市知井宮町��
�

番地

平成��年
	月�日

事 業 者

廃止する事業

事 業 所
廃 止
年月日名 称

主たる事務所
の所在地

名 称 所 在 地

菅原 博利 雲南市木次町新市��
居宅療養管理
指導

菅原歯科医院 雲南市木次町新市��
平成��年
��月�日

菅原 博利 雲南市木次町新市��
介護予防居宅
療養管理指導

菅原歯科医院 雲南市木次町新市��
平成��年
��月�日
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する。

なお、当該換地計画に不服がある場合は、縦覧期間満了後��日以内に、島根県知事に対して異議申立てをすることがで

きる。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 縦覧に供する書類の名称

換地計画書

� 縦覧の期間

平成��年�月��日から��日間

� 縦覧の場所

吉賀町役場

��������	

土地改良法（昭和�	年法律第���号）第
�条の�第�項の規定に基づき、県営土地改良事業に伴う鹿足（六日市）地区

親迫・太ノ妙工区の換地計画を定めたので、同条第�項において準用する同法第
�条第項の規定により次のとおり縦覧

に供する。

なお、当該換地計画に不服がある場合は、縦覧期間満了後��日以内に、島根県知事に対して異議申立てをすることがで

きる。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 縦覧に供する書類の名称

換地計画書

� 縦覧の期間

平成��年�月��日から��日間

� 縦覧の場所

吉賀町役場

�������
	

土地改良法（昭和�	年法律第���号）第
�条の�第�項の規定に基づき、県営土地改良事業に伴う隠岐島前（海士）地

区新開工区の換地計画を定めたので、同条第�項において準用する同法第
�条第項の規定により次のとおり縦覧に供す

る。

なお、当該換地計画に不服がある場合は、縦覧期間満了後��日以内に、島根県知事に対して異議申立てをすることがで

きる。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 縦覧に供する書類の名称

換地計画書

� 縦覧の期間

平成��年�月��日から��日間

� 縦覧の場所

海士町役場

第��
	
号 平成��年�月��日 (�)
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��������	

土地改良法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定に基づき、県営土地改良事業に伴う隠岐島前（海士）地

区今井工区の換地計画を定めたので、同条第	項において準用する同法第�
条第�項の規定により次のとおり縦覧に供す

る。

なお、当該換地計画に不服がある場合は、縦覧期間満了後��日以内に、島根県知事に対して異議申立てをすることがで

きる。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 縦覧に供する書類の名称

換地計画書

� 縦覧の期間

平成��年�月��日から��日間

 縦覧の場所

海士町役場

�������
	

土地改良法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定に基づき、県営土地改良事業に伴う隠岐島前（海士）地

区東工区の換地計画を定めたので、同条第	項において準用する同法第�
条第�項の規定により次のとおり縦覧に供す

る。

なお、当該換地計画に不服がある場合は、縦覧期間満了後��日以内に、島根県知事に対して異議申立てをすることがで

きる。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 縦覧に供する書類の名称

換地計画書

� 縦覧の期間

平成��年�月��日から��日間

 縦覧の場所

海士町役場

��������	

次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法（昭和��年法律第���号）第��条の規定により告示す

る。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 保安林予定森林の所在場所

益田市匹見町道川イ
��、イ��
�

� 指定の目的

水源のかん養

第�����号 平成��年�月��日(�)
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� 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び益田市役所に備え置いて縦覧に供する。）

��������	

次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法（昭和��年法律第���号）第��条の規定により告示す

る。

平成��年	月��日

島根県知事 澄 田 信 義

	 保安林予定森林の所在場所

鹿足郡吉賀町蓼野����、����－	、����－
、����内	、����続	


 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び吉賀町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
	

島根県漁業近代化資金等利子補給金交付要綱（平成��年島根県告示第���号）の一部を次のように改正する。

平成��年	月��日

島根県知事 澄 田 信 義

別表第
中

第���号 平成��年	月��日 (�)

｢
年����％

（新規着業者に貸し

付けるものにあって

は、年����％）

年����％

（新規着業者に貸し

付けるものにあって

は、年����％）

年����％ 年����％ 年����％

年���％ 年���％ 年���％ 年���％ 年���％

年����％

（新規着業者に貸し

付けるものにあって

年����％

（新規着業者に貸し

付けるものにあって
年����％ 年����％ 年����％
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める。

� �

� この告示は、平成��年�月��日から施行する。

� この告示による改正後の島根県漁業近代化資金等利子補給金交付要綱の規定は、平成��年�月��日以後に貸し付けら

れた別表第�の左欄に掲げる資金（以下「島根県漁業近代化資金等」という。）について適用し、同日前に貸し付けら

れた島根県漁業近代化資金等については、なお従前の例による。

������	
�

第���	�号 平成��年�月��日(�)

を

｣

は、年�
��％） は、年�
��％）

年�
��％

（新規着業者に貸し

付けるものにあって

は、年�
��％）

年�
��％

（新規着業者に貸し

付けるものにあって

は、年�
��％）

年�
��％ 年�
��％ 年�
��％

年�
��％
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島根県漁業近代化資金利子補給事業実施要綱（平成��年島根県告示第���号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� �

� この告示は、平成��年�月��日から施行する。

� この告示による改正後の島根県漁業近代化資金利子補給事業実施要綱の規定は、平成��年�月��日以後に貸し付けら

れた島根県漁業近代化資金について適用し、同日前に貸し付けられた島根県漁業近代化資金については、なお従前の例

による。

������	
�

島根県漁業経営維持安定資金利子補給事業実施要綱（平成��年島根県告示第���号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第	条第�号中「�
�パーセント」を「�
�パーセント」に改める。

� �

� この告示は、平成��年�月��日から施行する。

� この告示による改正後の島根県漁業経営維持安定資金利子補給事業実施要綱の規定は、平成��年�月��日以後に貸し

付けられた島根県漁業経営維持安定資金について適用し、同日前に貸し付けられた島根県漁業経営維持安定資金につい

ては、なお従前の例による。

������		�

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成��年法律第��号）第条第�項の規定によ

り、次に掲げる土地の区域を土砂災害警戒区域として指定するので、同条第�項の規定により告示する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

�� 土砂災害警戒区域を指定する市町村の名称

松江市

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び土砂災害警戒区域の名称

ア 急傾斜地の崩壊

青木Ａ、青木Ｂ、秋家Ａ、秋家Ｂ、秋家Ｃ、秋奥Ａ、秋奥Ｂ、秋奥Ｃ、秋奥Ｄ、秋奥Ｅ、秋奥Ｆ、秋奥Ｇ、秋奥

Ｈ、畦石室Ａ、畦石室Ｂ、畦石室Ｃ、畦石室Ｄ、阿弥陀橋東、家村Ａ、家村Ｂ、池尻、池田Ａ、池田Ｂ、池田Ｃ、

第�����号 平成��年�月��日 (�)
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池田Ｄ、石畑Ａ、伊志見Ａ、伊志見Ｂ、市西、市場、市場橋南、市東、一区西Ａ、一区西Ｂ、一区東Ａ、一区東

Ｂ、一区東Ｃ、一区東Ｄ、稲葉Ａ、稲葉Ｂ、稲葉Ｃ、稲葉Ｄ、稲葉Ｅ、井堀谷橋南、岩海Ａ、岩海Ｂ、岩坂ハイ

ツ、岩船神社Ａ、岩船神社Ｂ、岩船神社Ｃ、岩室Ａ、岩室Ｂ、岩室Ｃ、岩室Ｄ、岩室Ｅ、岩室Ｆ、岩室Ｇ、岩室公

民館南、岩屋、上谷、内ヶ峠Ａ、内ヶ峠Ｂ、内ヶ峠Ｃ、内ヶ峠Ｄ、内ヶ峠Ｅ、内ヶ峠Ｆ、遠所谷Ａ、遠所谷Ｂ、遠

所谷Ｃ、大石Ａ、大石Ｂ、大石Ｃ、大石Ｄ、大石Ｅ、大石Ｆ、太田Ａ、太田Ｂ、太田Ｃ、太田Ｄ、大谷、大谷Ａ、

大谷Ｂ、大谷Ｃ、大谷Ｄ、大谷Ｅ、大谷Ｆ、大谷Ｇ、大谷Ｈ、大野Ｂ、大野Ｃ、大野Ｄ、大野Ｅ、大野Ｆ、大野

Ｇ、大野Ｈ、大野Ｉ、大野Ｊ、大森橋南Ａ、岡の目Ａ、岡の目Ｂ、岡の目Ｃ、岡の目Ｄ、岡の目Ｅ、荻田Ａ、荻田

Ｂ、荻田Ｃ、荻田Ｄ、荻田Ｅ、荻田Ｆ、荻田Ｇ、荻田団地Ａ、荻田団地Ｂ、荻田団地Ｃ、奥大谷Ａ、奥大谷Ｂ、奥

大谷Ｃ、奥大谷Ｄ、奥大谷Ｅ、奥大谷Ｆ、奥大谷Ｇ、奥殿畑Ａ、奥殿畑Ｂ、奥殿畑Ｃ、奥殿畑Ｄ、奥殿畑Ｅ、落

合、鏡Ａ、鏡Ｂ、鏡Ｃ、鏡Ｄ、鏡Ｅ、鏡Ｆ、鏡Ｇ、鏡Ｈ、鏡Ｉ、鏡神社西Ａ、垣乃内、笠無、堅田、金箸神社西

Ａ、金箸神社西Ｂ、金山上Ａ、金山上Ｂ、金山上Ｃ、金山上Ｄ、金山上Ｅ、金山上Ｆ、金山上Ｇ、金山上Ｈ、金山

上Ｉ、金山下Ａ、金山下Ｂ、金山下Ｃ、金山下Ｄ、金山下Ｅ、金山下Ｆ、金山下Ｇ、金山下Ｈ、金山下Ｉ、金山下

Ｊ、金山下Ｋ、金山下Ｌ、上来待Ａ、上清水Ａ、上清水Ｂ、上白石Ａ、上白石Ｂ、上白石Ｃ、上宮内Ａ、上宮内

Ｂ、上宮内Ｃ、上宮内Ｄ、上宮内Ｅ、上宮内Ｆ、上宮内Ｇ、萱野Ａ、萱野Ｂ、皮後廻堤南、川原Ａ、川原Ｂ、川原

神社東、川向Ａ、川向Ｂ、川向Ｃ、神納峠南Ａ、神納峠南Ｂ、北台橋北、木ノ崎、来待大森Ａ、来待大森Ｂ、来待

大森Ｃ、来待大森Ｄ、来待大森Ｅ、来待大森Ｆ、来待大森Ｇ、きまち温泉Ａ、京田Ａ、京田Ｂ、草谷Ｂ、草谷Ｃ、

草谷Ｄ、草谷Ｅ、草谷Ｇ、草谷Ｈ、久戸Ａ、久戸Ｂ、久戸Ｃ、熊野Ａ、熊野Ｂ、熊野Ｃ、熊野Ｄ、熊野Ｅ、熊野

Ｆ、熊野Ｇ、熊野Ｈ、熊野大社西Ａ、熊野大社西Ｂ、栗木林Ａ、栗木林Ｂ、栗木林Ｃ、栗木林Ｄ、桑上Ａ、桑上

Ｂ、桑上Ｃ、桑上Ｄ、桑下Ａ、桑下Ｂ、桑下Ｃ、桑下Ｄ、桑中Ａ、桑中Ｂ、桑中Ｃ、月貫Ａ、弘長寺Ａ、弘長寺

Ｂ、弘長寺Ｃ、弘長寺Ｄ、弘長寺Ｅ、弘長寺Ｆ、小金町、五区Ａ、五区Ｂ、小佐々布Ａ、小佐々布Ｂ、小佐々布

Ｃ、小佐々布Ｄ、小佐々布Ｅ、小佐々布Ｆ、小ゾリ、小林Ａ、小林Ｂ、小林Ｃ、小林Ｄ、小林Ｅ、小林Ｆ、小林

Ｇ、小林Ｈ、小松Ａ、小松Ｂ、小松Ｃ、小宮田Ａ、小宮田Ｂ、権原Ａ、権原Ｂ、才Ａ、才Ｂ、才Ｃ、西城寺Ａ、坂

口Ａ、坂口Ｂ、坂口Ｃ、坂口Ｄ、坂口Ｅ、坂口Ｆ、坂口Ｇ、坂口Ｈ、坂口Ｉ、坂口Ｊ、坂口Ｋ、坂口溜池西Ａ、佐

倉Ａ、佐倉Ｂ、佐倉Ｃ、佐倉Ｄ、佐倉Ｅ、佐倉Ｆ、佐倉Ｇ、佐倉Ｈ、桜ヶ丘Ａ、佐々布Ａ、佐々布下Ａ、佐々布下

Ｂ、佐々布下Ｃ、佐々布下Ｄ、佐々布中Ａ、佐々布中Ｂ、下倉Ａ、下倉Ｂ、下倉Ｃ、下倉Ｄ、下倉Ｅ、下倉Ｆ、下

倉Ｇ、下倉Ｈ、下倉Ｉ、下倉Ｊ、志多備神社西、島村橋西、島村橋東、島村橋南、清水橋北Ａ、下大谷Ａ、下大谷

Ｂ、下大谷Ｃ、下大谷Ｄ、下大谷Ｅ、下白石Ａ、下白石Ｂ、下白石Ｃ、下白石Ｄ、下白石Ｅ、下白石Ｆ、下白石

Ｇ、下白石Ｈ、下宮内Ａ、下宮内Ｂ、下宮内Ｃ、下宮内Ｄ、下安田橋東Ａ、下安田橋東Ｂ、若山Ａ、若山Ｂ、城床

Ａ、城床Ｂ、宍道大森Ａ、宍道大森Ｂ、宍道大森Ｃ、宍道大森Ｄ、宍道大森Ｅ、宍道大森Ｇ、宍道大森Ｈ、宍道大

森Ｉ、宍道大森Ｊ、宍道大森Ｋ、宍道大森Ｌ、新屋Ａ、新屋Ｂ、菅原Ａ、菅原Ｂ、菅原Ｃ、菅原Ｄ、菅原Ｅ、菅原

Ｆ、菅原Ｇ、菅原Ｈ、菅原Ｉ、菅原Ｊ、杉乃段Ａ、杉乃段Ｂ、須谷Ａ、須谷Ｂ、須谷Ｃ、須谷Ｄ、須谷Ｅ、須谷

Ｆ、須谷Ｇ、須谷Ｈ、須谷Ｉ、須谷上、須谷東Ａ、須谷東Ｂ、隅田橋北、隅田橋南、第二第五配水地Ａ、大日Ａ、

大日Ｂ、大日Ｃ、大日Ｄ、大日Ｅ、大日Ｆ、大明団地、竹中Ａ、竹の崎Ａ、田根Ａ、田根Ｂ、田根Ｃ、田根Ｄ、田

根Ｅ、田根Ｆ、田根Ｇ、田根Ｈ、田根Ｉ、田根Ｊ、多根坂、田根橋南Ａ、田根橋南Ｂ、玉造Ａ、玉造Ｂ、玉造Ｃ、

玉造Ｄ、玉造Ｅ、玉造Ｆ、玉造Ｇ、玉造Ｈ、玉造上Ａ、玉造上Ｂ、玉の宮Ａ、玉の宮Ｂ、玉の宮Ｃ、丹部神社北

Ａ、中電松江制御所南、辻堂、剣山下、剣神社北、つるぎ団地、天狗山Ａ、天神免、同道川西Ａ、同道川西Ｂ、堂

ノ原、中大谷Ａ、中大谷Ｂ、中垣Ａ、中垣Ｂ、中組Ａ、中組Ｂ、中組Ｃ、中組Ｄ、中島製作所北Ａ、中島製作所北

Ｂ、中島製作所北Ｃ、中島製作所西Ａ、中島製作所東Ａ、西岩坂Ａ、西岩坂Ｂ、西岩坂Ｄ、西岩坂Ｅ、西岩坂Ｆ、

西奥Ａ、西奥Ｂ、西奥Ｃ、西奥Ｄ、西奥Ｅ、西奥Ｆ、西奥Ｇ、西来待Ａ、西代Ａ、西代Ｂ、西代Ｃ、根尾Ａ、根尾

Ｂ、根尾Ｃ、根尾Ｄ、根尾Ｅ、根尾Ｆ、根尾Ｇ、根尾Ｈ、農村公園北Ａ、配水池南Ａ、配水池南Ｂ、畑Ａ、林村、

日浦谷、東岩坂Ａ、東岩坂Ｂ、東岩坂Ｃ、東来待Ａ、一人女神社東Ａ、一人女神社東Ｂ、日吉Ａ、日吉Ｂ、日吉

Ｃ、日吉Ｅ、日吉神社西Ａ、日吉親水公園西、平岩、平原Ａ、平原Ｂ、普済寺前、布志名Ａ、布志名Ｂ、布志名

Ｃ、布志名Ｄ、布志名Ｅ、布志名Ｆ、布志名Ｇ、布志名Ｈ、布志名Ｉ、布志名Ｊ、藤原Ｂ、藤原Ｃ、藤原Ｄ、藤原

第�����号 平成��年�月��日(�	)



島 根 県 報

Ｅ、藤原Ｆ、別上Ａ、別上Ｂ、別上Ｃ、別上Ｄ、別上Ｅ、別上Ｆ、別下、別所Ａ、別所Ｂ、別所Ｃ、別所上、別所

谷、別中西、別中東、宝満山南Ａ、宝満山南Ｂ、保久曽Ａ、保久曽Ｂ、本郷Ａ、本郷Ｂ、本郷Ｃ、本郷Ｄ、本郷

Ｅ、舞屋Ａ、槙山橋西、槙山橋東、御内神社西Ａ、御崎Ａ、水越池西、緑が丘Ａ、南Ａ、南Ｂ、南宍道駅東Ａ、宮

ノ前、妙岩寺Ａ、向市Ａ、向市Ｂ、向市Ｃ、向側、向津神社北Ａ、向原、室山、廻原、元田Ａ、元田Ｂ、森脇Ａ、

森脇Ｂ、森脇Ｃ、森脇Ｄ、森脇Ｅ、八雲町畑Ａ、八雲町畑Ｂ、屋敷、安田Ａ、安田Ｂ、矢谷Ａ、矢谷Ｂ、矢谷Ｃ、

矢谷公民館東Ａ、矢谷公民館東Ｂ、矢谷公民館南、柳井Ａ、柳井Ｂ、柳井Ｃ、柳井Ｄ、柳井Ｅ、柳井Ｆ、柳井Ｇ、

柳井Ｈ、柳井Ｉ、柳井Ｊ、柳井Ｋ、柳井Ｌ、柳井公会所北、山空Ａ、山空Ｂ、湯田Ａ、湯田Ｂ、湯町Ａ、湯町Ｂ、

横見Ａ、横屋Ａ、横屋Ｂ、横屋Ｃ、了知寺南、六区Ａ、六区Ｂ、和名佐Ａ、和名佐Ｂ、和名佐Ｃ、和名佐Ｄ、和名

佐Ｅ、和名佐Ｆ、和名佐Ｇ、和名佐Ｈ、和名佐Ｉ、和名佐Ｊ、和名佐Ｋ、和名佐Ｌ、和名佐Ｍ、上野山、

イ 土石流

間奥谷、間谷川Ｂ、青木ヶ谷Ａ、青木川、青木原川、秋家谷、畦石室谷、案用寺川、案用寺川Ａ、案用寺西川、

飯田山川、家の奥川、家ノ奥谷、伊儀谷川、イノサコ谷、井尻川、岩崎谷、岩室谷Ａ、岩室谷Ｂ、岩室南谷Ａ、岩

室南谷Ｂ、岩屋谷、隠居の奥谷、上谷川、宇谷川、宇谷川Ａ、遠所谷Ａ、遠所谷Ｂ、遠所谷Ｄ、遠所谷Ｅ、遠所東

谷、大石谷、大石西谷、大鏡谷、大廻川Ａ、大廻川Ｂ、大谷Ｂ、大谷Ｆ、大谷Ｇ、大谷Ｉ、大谷Ｋ、大谷Ｌ、大谷

Ｍ、大谷Ｎ、大畑谷、大平谷川、大平谷南川、大槇谷Ａ、大槇東谷、岡の目谷、奥大谷谷Ａ、奥大谷谷Ｂ、奥ノ

谷、乙松谷、オモウ谷Ａ、オモウ谷Ｂ、オモウ谷Ｃ、オモウ谷Ｄ、鏡西谷、鏡東谷、鏡南谷、鍛冶屋奥川Ａ、鍛冶

屋奥川Ｂ、金山下谷、釜ヶ谷東、上来待Ａ、上来待ＡＣ、上来待ＡＥ、上来待ＡＦ、上来待ＡＧ、上来待ＡＨ、上

来待ＡＩ、上来待ＡＪ、上来待ＡＫ、上来待ＡＬ、上来待Ｄ、上来待Ｅ、上来待Ｆ、上来待Ｇ、上来待Ｋ、上来待

Ｌ、上来待Ｍ、上来待Ｎ、上来待Ｏ、上来待Ｐ、上来待Ｑ、上来待Ｒ、上来待Ｓ、上来待Ｔ、上来待Ｕ、上来待

Ｖ、上来待Ｗ、上来待Ｘ、上来待Ｙ、上来待谷、上白石谷、亀割谷Ａ、鴨居谷、川原後谷、川平川、神納後谷、神

納北谷、神納谷、北廻谷、来待大森谷、貝曲谷、屈形川Ａ、屈形川Ｂ、屈形川Ｃ、熊野Ａ、熊野ＡＡ、熊野ＡＢ、

熊野ＡＣ、熊野ＡＤ、熊野ＡＥ、熊野ＡＦ、熊野ＡＧ、熊野ＡＨ、熊野ＡＩ、熊野ＡＪ、熊野ＡＫ、熊野ＡＭ、熊

野ＡＮ、熊野ＡＯ、熊野ＡＰ、熊野ＡＱ、熊野ＡＲ、熊野ＡＳ、熊野Ｂ、熊野Ｃ、熊野Ｄ、熊野Ｅ、熊野Ｆ、熊野

Ｇ、熊野Ｈ、熊野Ｉ、熊野Ｊ、熊野Ｋ、熊野Ｌ、熊野Ｍ、熊野Ｐ、熊野Ｑ、熊野Ｓ、熊野Ｔ、熊野Ｕ、熊野Ｖ、熊

野Ｗ、熊野Ｙ、熊野Ｚ、桑上谷、桑下北谷、桑下東谷、桑下南谷、桑中北谷、桑中南谷、香谷川、弘長寺北谷、弘

長寺谷、弘長寺西谷Ａ、弘長寺西谷Ｂ、弘長寺東谷Ａ、弘長寺東谷Ｂ、小佐々布川、小佐々布西川、小坪谷Ａ、小

坪谷Ｂ、小坪谷Ｃ、小坪谷Ｄ、小坪長谷、小林北谷、小林谷Ａ、小林谷Ｂ、小林西谷、小林東谷、小屋谷川松廻、

権原、坂ヒロ谷、佐々布Ａ、佐々布Ｂ、佐々布Ｄ、佐々布Ｅ、佐々布Ｆ、佐々布Ｇ、佐々布Ｈ、佐々布Ｉ、佐々布

Ｊ、佐々布Ｋ、佐々布下谷、佐々布中谷、椎ノ木谷川、祖父堀川、塩見谷、島村川Ａ、島村川Ｂ、島村川Ｃ、島村

川Ｄ、島村川Ｅ、島村川支渓、下大谷北谷Ａ、下大谷北谷Ｂ、下大谷北谷Ｃ、下大谷谷、下大谷西谷、下大谷東

谷、下大谷南谷、下宮内谷、下宮内西谷、下宮内東谷、下宮内南谷Ａ、下宮内南谷Ｂ、下村西谷、下村東谷、勝負

谷、城床Ａ、城床Ｂ、宍道大森北谷、宍道大森南谷、水神谷、菅原川Ａ、菅原川Ｂ、菅原北川、菅原西川、菅原東

川、須谷北谷、須谷西谷、須谷南谷、清蔵谷、善定寺谷、高畦北谷、高畦谷、滝岩谷Ａ、滝岩谷Ｂ、滝岩南谷Ａ、

滝岩南谷Ｂ、滝岩南谷Ｃ、滝岩南谷Ｄ、滝岩南谷Ｅ、田寄谷、タタラ谷Ａ、タタラ谷Ｂ、田中川Ａ、田中川Ｂ、田

中川Ｃ、田中谷川、田根谷、田根西谷、田根東谷、田根南谷、玉造Ａ、玉造Ｂ、玉造Ｃ、玉造Ｄ、玉の宮川Ｂ、玉

湯町奥明谷、玉湯町金井谷川、団子谷、堤谷川、坪ノ内谷、中大谷谷Ａ、中大谷谷Ｂ、中大谷南谷、長尾谷、中ノ

廻川、中ノ廻南川、滑谷川、滑谷東川、西岩坂Ａ、西岩坂ＡＡ、西岩坂ＡＢ、西岩坂ＡＣ、西岩坂ＡＤ、西岩坂Ａ

Ｅ、西岩坂ＡＦ、西岩坂ＡＧ、西岩坂ＡＨ、西岩坂Ｂ、西岩坂Ｃ、西岩坂Ｄ、西岩坂Ｅ、西岩坂Ｆ、西岩坂Ｇ、西

岩坂Ｈ、西岩坂Ｉ、西岩坂Ｊ、西岩坂Ｋ、西岩坂Ｌ、西岩坂Ｍ、西岩坂Ｎ、西岩坂Ｏ、西岩坂Ｐ、西岩坂Ｑ、西岩

坂Ｒ、西岩坂Ｓ、西岩坂Ｔ、西岩坂Ｕ、西岩坂Ｘ、西岩坂Ｙ、西岩坂Ｚ、西来待Ａ、西来待Ｂ、西来待Ｃ、西来待

Ｄ、白石Ａ、白石Ｂ、白石Ｃ、白石Ｄ、白石Ｅ、白石Ｇ、白石Ｈ、白石Ｊ、白石Ｋ、白石Ｌ、白石Ｍ、白石Ｎ、白

石Ｏ、白石Ｐ、白石Ｑ、白石Ｒ、白石Ｓ、白石Ｔ、白石Ｕ、白石Ｖ、白石Ｗ、畑中谷Ａ、畑中谷Ｂ、放ヶ谷、林

Ａ、林Ｂ、林村谷、林村西谷、林村東谷、判官山東谷、東岩坂Ａ、東岩坂Ｂ、東岩坂Ｃ、東岩坂Ｄ、東岩坂Ｅ、東
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岩坂Ｆ、東岩坂Ｇ、東岩坂Ｈ、東岩坂Ｉ、東岩坂Ｊ、東岩坂Ｋ、東岩坂Ｌ、東岩坂Ｍ、東岩坂Ｎ、東岩坂Ｏ、東岩

坂Ｐ、東岩坂Ｑ、東来待Ｂ、東来待Ｄ、東来待Ｅ、東来待Ｆ、東来待Ｇ、東来待Ｈ、東来待Ｉ、東来待Ｊ、東来待

Ｋ、東来待Ｌ、東来待Ｍ、髭谷川Ａ、髭谷川Ｂ、樋ノ谷川Ａ、樋ノ谷川Ｂ、樋ノ谷西川、日吉Ａ、日吉Ｂ、日吉

Ｃ、平田の奥Ａ、平田の奥Ｂ、平田の奥Ｃ、平田の奥南谷、平原Ａ、平原Ｂ、平原Ｃ、平原Ｆ、平原Ｇ、平原川、

深廻川、深原川Ａ、深原川Ｂ、藤田谷、布志名Ａ、布志名Ｃ、布志名Ｄ、布志名西谷、布志名東谷、藤原川Ａ、藤

原川Ｂ、藤原川Ｃ、フタマタ谷、古屋敷谷Ａ、古屋敷谷Ｂ、別下谷、別所Ａ、別所Ｂ、別所Ｃ、別所谷川、宝満山

川、前田谷、松廻北川、宮内北谷、宮内西谷、宮内東谷、宮内南谷、宮の奥、宮奥谷、宮奥東谷、宮ノ上川、宮の

谷川、深山谷川、向ノ谷川、向原谷、室山、夫婦岩谷、廻原北川Ａ、廻原北川Ｂ、廻原南川Ａ、廻原南川Ｂ、廻原

南川Ｃ、桃板川、森脇西谷、森脇東谷、八雲町中組谷、八雲町宮内谷、安田谷、矢谷Ａ、矢谷北谷、矢谷谷、矢谷

西谷Ａ、矢谷西谷Ｂ、柳井川、柳井西谷、山神谷、山ノ廻谷、湯町南Ａ、湯町南Ｂ、湯面川、横手谷、横手東谷、

横見谷、若須北谷、若須谷Ａ、若須谷Ｂ、若須谷Ｃ、若須西谷、若須西谷支渓、若須東谷、若須南谷、若須南谷支

渓、若松川Ａ、若松川Ｂ、若松川Ｃ、若松川支流Ａ、若松川支流Ｂ、和名佐北谷、和名佐東谷、ワラビ谷川

� 指定の区域

別図に示す区域（「別図」は省略し、島根県松江県土整備事務所及び松江市役所において一般の縦覧に供する。）

�� 土砂災害警戒区域を指定する市町村の名称

益田市

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び土砂災害警戒区域の名称

ア 急傾斜地の崩壊

赤松Ａ、赤松Ｂ、赤松Ｃ、赤松Ｄ、赤松Ｅ、赤松Ｆ、赤松Ｇ、明見Ａ、明見Ｂ、明見Ｃ、明見Ｄ、安床Ａ、安床

Ｂ、安床Ｃ、安床Ｄ、安床Ｅ、安床Ｆ、飯田Ａ、飯田Ｂ、飯田海老山、家下Ａ、家下Ｂ、市原Ａ、市原Ｂ、市原

Ｃ、市原Ｄ、市原Ｅ、市原Ｆ、猪木谷町Ａ、猪木谷町Ｂ、猪木谷町Ｃ、猪木谷町Ｄ、岩倉Ａ、岩倉Ｂ、岩倉Ｃ、上

野、馬谷Ａ、馬谷Ｂ、馬谷Ｃ、馬谷Ｄ、馬谷Ｅ、馬谷Ｆ、馬谷Ｇ、馬谷Ｈ、馬谷�、馬谷Ｊ、馬谷Ｋ、馬谷Ｌ、馬

谷Ｍ、馬谷Ｎ、馬谷Ｏ、梅月郷Ａ、梅月郷Ｂ、梅月郷Ｃ、円通和、大境Ａ、大境Ｂ、大峯破Ａ、大峯破Ｂ、大滝

Ａ、大滝Ｂ、大滝Ｃ、大峠Ａ、大峠Ｂ、大峠Ｃ、大峠Ｄ、大峠Ｅ、大峠Ｆ、大道Ａ、大道Ｂ、大道Ｃ、大屋形Ａ、

大屋形Ｂ、大屋形Ｃ、大屋形Ｄ、大屋形Ｅ、大屋形Ｆ、大屋形Ｇ、大屋形Ｈ、大屋形Ｉ、大屋形Ｊ、大屋形Ｋ、岡

原Ａ、岡原Ｂ、奥梅月Ａ、奥梅月Ｂ、奥梅月Ｃ、乙子町下組Ｈ、乙子町下組Ｉ、小野Ａ、小野Ｂ、小野Ｃ、小野

Ｄ、小野Ｅ、小野Ｆ、片田原Ａ、片田原Ｂ、片田原Ｃ、片田原Ｄ、片田原Ｅ、片田原Ｆ、金地Ａ、金地Ｂ、金地

Ｃ、上市原、上内田、上の原Ａ・田倉、上の原Ｂ、川登Ａ、川登Ｂ、川登Ｃ、川登Ｄ、川登Ｅ、川登Ｆ、川登Ｇ、

川登Ｈ、川登Ｉ、川登Ｊ、川登Ｋ、川登Ｌ、川登Ｍ、川登Ｎ、川登上Ａ、川登上Ｂ、川登上Ｃ、川平、神田Ａ、神

田Ｂ、神田本町、雁丁溜池東、木原Ａ、木原Ｂ、久々茂Ａ、久保溢Ａ、久保溢Ｂ、久保溢Ｃ、久保溢Ｄ、源向寺、

光明寺Ａ、光明寺Ｂ、光明寺Ｃ、光明寺Ｄ、光明寺Ｅ、光明寺Ｆ、光明寺Ｇ、御所原Ａ、御所原Ｂ、御所原Ｃ、御

所原Ｄ、小隅Ａ、小隅Ｂ、小隅Ｃ、五反田Ａ、五反田Ｂ、五反田Ｃ、小俣賀Ａ、小俣賀Ｂ、小俣賀Ｃ、小俣賀Ｄ、

小俣賀Ｅ、小俣賀Ｆ、小俣賀Ｇ、小俣賀Ｈ、小俣賀Ｉ、小俣賀Ｊ、小俣賀Ｋ、小俣賀Ｌ、小俣賀Ｍ、小俣賀Ｎ、雇

用促進団地、栄、先谷Ａ、先谷Ｂ、先谷Ｃ、先谷Ｄ、先谷Ｅ、先谷Ｆ、笹田原、三界Ａ、三界Ｂ、三界Ｃ、三里が

浜、下市、下内田、下ヶ原Ａ、下ヶ原Ｂ、下ヶ原Ｃ、下波田Ａ、下波田Ｂ、下波田Ｃ、下波田Ｄ、下波田Ｅ、下波

田Ｆ、下波田Ｇ、下波田Ｈ、下波田Ｉ、下波田Ｊ、下波田Ｋ、下波田Ｌ、下波田Ｍ、下平Ａ、下平Ｂ、下平Ｃ、下

平Ｄ、下平上、下平下Ａ、下平下Ｂ、白岩町柿原Ａ、白岩町柿原Ｂ、白岩町柿原Ｃ、白岩町柿原Ｄ、白上Ａ、白上

Ｂ、白上Ｃ、白上Ｄ、白上Ｅ、白上Ｆ、白上Ｇ、白上Ｈ、白上Ｉ、白上Ｊ、白上町川西Ａ、白上町川西Ｂ、白上八

幡宮、須子Ａ、須子Ｂ、須子上、薄原下Ａ、薄原下Ｂ、隅村Ａ、隅村Ｂ、隅村Ｃ、隅村Ｄ、隅村Ｅ、高津地方、高

津中学校、高畑Ａ、高畑Ｂ、高畑Ｃ、高畑Ｄ、田倉Ａ、田倉Ｂ、田倉Ｃ、嶽、段、中地Ａ、中地Ｂ、廿子Ａ、廿子

Ｂ、廿子Ｃ、廿子Ｄ、角井Ａ、角井Ｂ、角井Ｃ、角井Ｄ、角井Ｅ、角井Ｆ、角井Ｇ、角井Ｈ、角井Ｉ、角井Ｊ、角

井Ｋ、堂河内Ａ、堂河内Ｂ、栃山Ａ、栃山Ｂ、栃山Ｃ、栃山Ｄ、中内田、中垣内Ａ、中垣内Ｂ、中垣内Ｃ、中垣内

Ｄ、中垣内Ｅ、中垣内Ｆ、長沢町柿原Ａ、長沢町柿原Ｂ、長沢町柿原Ｃ、長沢町柿原Ｄ、中丸Ａ、中丸Ｂ、梨ヶ
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平、西側Ａ、西側Ｂ、西長沢Ａ、西長沢Ｂ、野坂Ａ、野坂Ｂ、野坂Ｃ、登郷Ａ、登郷Ｂ、登郷Ｃ、登郷Ｄ、登郷

Ｅ、登郷Ｆ、波田Ａ、波田Ｂ、波田上Ａ、波田上Ｂ、波田上Ｃ、波田上Ｄ、波田上Ｅ、波田上Ｆ、波田上Ｇ、発電

所、花ヶ瀬Ａ、花ヶ瀬Ｂ、花ヶ瀬Ｃ、花ヶ瀬Ｄ、花ヶ瀬Ｅ、花ヶ瀬Ｆ、花ヶ瀬Ｇ、花ヶ瀬Ｈ、花ヶ瀬Ｉ、羽場Ａ、

羽場Ｂ、羽場Ｃ、原Ａ、原Ｂ、原Ｃ、原Ｄ、原Ｅ、原Ｆ、東上、東下、東長沢Ａ、東長沢Ｂ、東長沢Ｃ、東長沢

Ｄ、東長沢Ｅ、東長沢Ｆ、左ヶ山上Ａ、左ヶ山上Ｂ、左ヶ山中Ａ、左ヶ山中Ｂ、左ヶ山中Ｃ、左ヶ山中Ｄ、左ヶ山

中Ｅ、左ヶ山中Ｆ、日の平Ａ、日の平Ｂ、日の平Ｃ、平原上Ａ、平原上Ｂ、平原上Ｃ、平原上Ｄ、平原上Ｅ、伏谷

Ａ、伏谷Ｂ、伏谷Ｃ、本俣賀Ａ、本俣賀Ｂ、本俣賀Ｃ、本俣賀Ｄ、本俣賀Ｅ、本俣賀西Ａ、本俣賀西Ｂ、本俣賀西

Ｃ、本俣賀西Ｄ、本俣賀西Ｅ、益田産業高等学校北、益田産業高等学校西、松原、松原第一Ａ、松原第一Ｂ、松原

第二、丸竹Ａ、丸竹Ｂ、丸竹Ｃ、丸竹Ｄ、丸竹Ｅ、緑ヶ丘、三星Ａ、三星Ｂ、宮下Ａ、宮下Ｂ、宮下Ｃ、向内田、

向横田町後溢Ａ、向横田町後溢Ｂ、向横田町後溢Ｃ、虫追Ａ、虫追Ｂ、虫追Ｃ、虫追Ｄ、虫追Ｅ、虫追下Ａ、虫追

下Ｂ、持石Ａ、持石Ｂ、持石Ｃ、持石Ｄ、持石Ｅ、持石Ｆ、持石Ｇ、持石Ｈ、持石Ｉ、森、安富Ａ、安富Ｂ、八ヶ

瀬Ａ、八ヶ瀬Ｂ、八ヶ瀬Ｃ、八ヶ瀬Ｄ、山根Ｂ、山根Ｃ、横田市原、横田町山本、横野Ａ、横野Ｂ、横野Ｃ、横野

Ｄ、龍應山八幡宮、和江、

イ 土石流

赤松Ａ、赤松Ｂ、赤松Ｃ、明見Ａ、明見Ｂ、明見Ｃ、明見Ｄ、明見Ｅ、明見Ｆ、明見Ｇ、明見Ｈ、明見Ｉ、安床

Ａ、安床Ｂ、安床Ｃ、安床Ｄ、安床Ｅ、安床Ｆ、安床Ｇ、飯田Ａ、飯田Ｂ、飯田Ｃ、飯田Ｄ、家下Ａ、家下Ｂ、市

原Ａ、市原Ｂ、市原Ｃ、市原Ｄ、市原Ｅ、猪木谷町Ａ、猪木谷町Ｂ、猪木谷町Ｃ、岩倉Ａ、岩倉Ｂ、上野Ａ、上野

Ｂ、上野Ｃ、上野Ｄ、後溢Ａ、後溢Ｂ、後溢Ｃ、後溢Ｄ、馬谷Ａ、馬谷Ｂ、馬谷Ｃ、馬谷Ｄ、馬谷Ｅ、馬谷Ｆ、馬

谷Ｇ、馬谷Ｈ、馬谷Ｉ、馬谷Ｊ、馬谷Ｋ、馬谷Ｌ、馬谷Ｍ、馬谷Ｎ、馬谷Ｏ、馬谷Ｐ、馬谷Ｑ、馬谷Ｒ、馬谷Ｓ、

馬谷Ｔ、梅月郷Ａ、梅月郷Ｂ、梅月郷Ｃ、梅月郷Ｄ、梅月郷Ｅ、梅月郷Ｆ、大境、大滝Ａ、大滝Ｂ、大滝Ｃ、大滝

Ｄ、大滝Ｅ、大峯破、大峠Ａ、大峠Ｂ、大道Ａ、大道Ｂ、大屋形Ａ、大屋形Ｂ、大屋形Ｃ、大屋形Ｄ、大屋形Ｅ、

大屋形Ｆ、岡原、奥梅月Ａ、奥梅月Ｂ、小野Ａ、小野Ｂ、小野Ｃ、小野Ｄ、小野Ｅ、小野Ｆ、柿原Ｃ、柿原Ｄ、柿

原Ｅ、柿原Ｆ、片田原Ａ、片田原Ｂ、片田原Ｃ、金地Ａ、金地Ｂ、金地Ｃ、中地Ａ、中地Ｂ、中地Ｃ、上市原、上

ノ原Ａ、上ノ原Ｂ、上ノ原Ｃ、川西Ａ、川西Ｂ、川西Ｃ、川登Ａ、川登Ｂ、川登Ｃ、川登Ｄ、川登Ｅ、川登Ｆ、川

登Ｇ、川登Ｈ、川登Ｉ、川登Ｊ、川登Ｋ、川登Ｌ、川登Ｍ、川登Ｎ、川登Ｏ、川登上Ａ、川登上Ｃ、川平、神田

Ａ、神田Ｂ、神田Ｃ、神田Ｄ、神田本町、木原Ａ、木原Ｂ、久保溢Ａ、久保溢Ｂ、久保溢Ｃ、光明寺Ａ、光明寺

Ｂ、光明寺Ｃ、光明寺Ｄ、光明寺Ｅ、光明寺Ｆ、光明寺Ｇ、光明寺Ｈ、光明寺Ｉ、光明寺Ｊ、光明寺Ｋ、光明寺

Ｌ、御所原Ａ、御所原Ｃ、御所原Ｄ、御所原Ｅ、御所原Ｆ、御所原Ｇ、御所原Ｈ、小隅Ａ、小隅Ｂ、五反田Ａ、五

反田Ｂ、五反田Ｃ、五反田Ｄ、五反田Ｅ、五反田Ｆ、小俣賀Ａ、小俣賀Ｂ、小俣賀Ｃ、小俣賀Ｄ、小俣賀Ｅ、小俣

賀Ｆ、小俣賀Ｇ、小俣賀Ｈ、小俣賀Ｉ、小俣賀Ｊ、小俣賀Ｋ、小俣賀Ｌ、小俣賀Ｍ、小俣賀Ｎ、小俣賀Ｏ、小俣賀

Ｐ、小俣賀Ｑ、小俣賀Ｒ、小俣賀Ｓ、小俣賀Ｔ、小俣賀Ｕ、小俣賀Ｖ、小俣賀Ｗ、小俣賀Ｘ、小俣賀Ｙ、先谷Ａ、

先谷Ｂ、笹田原Ａ、笹田原Ｂ、三界Ａ、三界Ｂ、三界Ｃ、産業高校溢、下内田、下ヶ原Ａ、下ヶ原Ｂ、下ヶ原Ｃ、

下ヶ原Ｄ、下組、下波田Ａ、下波田Ｂ、下波田Ｃ、下波田Ｄ、下波田Ｅ、下波田Ｆ、下波田Ｇ、下波田Ｈ、下波田

Ｉ、下波田Ｊ、下波田Ｋ、下波田Ｌ、下波田Ｍ、下波田Ｎ、下波田Ｏ、下波田Ｐ、下平上、白岩町柿原Ａ、白岩町

柿原Ｂ、白上Ａ、白上Ｂ、白上Ｃ、白上Ｄ、白上Ｅ、白上Ｆ、白上Ｇ、白上Ｈ、城山、須子Ａ、須子Ｂ、須子Ｃ、

須子Ｄ、須子Ｅ、須子上、薄原下Ａ、薄原下Ｂ、薄原下Ｃ、薄原下Ｄ、薄原下Ｅ、隅村Ａ、隅村Ｂ、隅村Ｃ、隅村

Ｄ、隅村Ｅ、隅村Ｆ、高津地方、高畑Ａ、高畑Ｂ、高畑Ｃ、田倉Ａ、田倉Ｅ、嶽Ａ、嶽Ｂ、嶽Ｃ、廿子Ａ、廿子

Ｂ、廿子Ｃ、角井Ａ、角井Ｂ、角井Ｃ、角井Ｄ、角井Ｅ、角井Ｆ、角井Ｇ、角井Ｈ、角井Ｉ、角井Ｊ、角井Ｋ、栃

山Ａ、栃山Ｂ、栃山Ｃ、栃山Ｄ、栃山Ｅ、中内田Ａ、中内田Ｂ、中内田Ｃ、長沢町柿原Ａ、長沢町柿原Ｂ、梨ヶ

平、西長沢Ａ、西長沢Ｂ、西長沢Ｃ、野坂Ａ、野坂Ｂ、登郷、波田Ａ、波田Ｂ、波田上Ａ、波田上Ｂ、波田上Ｃ、

波田上Ｄ、波田上Ｅ、波田上Ｆ、波田上Ｇ、波田上Ｈ、波田上Ｉ、波田上Ｊ、波田上Ｋ、波田上Ｌ、波田上Ｍ、波

田上Ｎ、波田上Ｏ、波田上Ｐ、発電所Ａ、発電所Ｂ、花ヶ瀬Ａ、花ヶ瀬Ｂ、花ヶ瀬Ｃ、花ヶ瀬Ｄ、花ヶ瀬Ｅ、花ヶ

瀬Ｆ、花ヶ瀬Ｇ、花ヶ瀬Ｈ、花ヶ瀬Ｉ、花ヶ瀬Ｊ、羽場Ａ、羽場Ｂ、羽場Ｃ、羽場Ｄ、原Ａ、原Ｂ、原Ｃ、原Ｄ、
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原Ｅ、原Ｆ、原Ｇ、原Ｈ、原Ｉ、原Ｊ、東上Ａ、東上Ｂ、東上Ｃ、東下、東長沢Ａ、東長沢Ｂ、東長沢Ｃ、東長沢

Ｄ、東長沢Ｅ、東長沢Ｆ、東長沢Ｇ、東長沢Ｈ、東長沢Ｉ、左ヶ山上、左ケ山中Ａ、左ケ山中Ｂ、左ケ山中Ｃ、左

ケ山中Ｄ、日の平Ａ、日の平Ｂ、平原上Ａ、平原上Ｂ、平原上Ｃ、平原上Ｄ、平原上Ｅ、伏谷Ａ、伏谷Ｂ、伏谷

Ｃ、伏谷Ｄ、伏谷Ｅ、本俣賀Ａ、本俣賀Ｂ、本俣賀Ｃ、本俣賀Ｄ、本俣賀Ｅ、本俣賀Ｆ、本俣賀西Ａ、本俣賀西

Ｂ、本俣賀西Ｃ、本俣賀西Ｄ、本俣賀西Ｅ、松原第一Ａ、松原第一Ｂ、丸竹Ａ、丸竹Ｂ、丸竹Ｃ、丸竹Ｄ、三星

Ａ、三星Ｂ、宮下Ａ、宮下Ｂ、宮下Ｃ、向内田、虫追Ａ、虫追Ｂ、虫追Ｃ、虫追下Ｂ、虫追下Ｃ、虫追下Ｄ、虫追

下Ｅ、持石Ａ、持石Ｂ、持石Ｃ、持石Ｄ、持石Ｅ、持石Ｆ、持石Ｇ、持石Ｈ、安富Ａ、安富Ｂ、安富Ｃ、八ヶ瀬

Ａ、八ヶ瀬Ｂ、柳谷川、山根Ａ、山根Ｂ、山本、横田市原、横野Ａ、横野Ｂ、和江

� 指定の区域

別図に示す区域（「別図」は省略し、島根県益田県土整備事務所及び益田市役所において一般の縦覧に供する。）

� �

私立学校法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定により平成��年�月�	日学校法人の寄附行為を認可したの

で、私立学校法施行細則（昭和�	年島根県規則第��	号）第
条第�項の規定により公告する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 種別

学校法人

� 名称

学校法人 益田永島学園

 目的

教育基本法及び学校教育法に従い学校教育を行い、時代の変化に対応した真に社会に役立つ人財を育成すること。


 所在地

島根県益田市三宅町�番��号

� 設立代表者

永島 一忠

� 設置する学校

明誠高等学校

� 収益事業

� 書籍・文房具小売業

� 各種食料品小売業

� 役員

理事 �名以上�名以内

監事 �名以上名以内

特定非営利活動促進法（平成��年法律第�号）第��条第�項の規定に基づき特定非営利活動法人の設立の認証申請が

あったので、同条第�項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 申請のあった年月日

平成��年�月�	日
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� 申請に係る特定非営利活動法人の名称

ＮＰＯ法人 かしま

� 代表者の氏名

濱田 年騏

� 主たる事務所の所在地

島根県松江市鹿島町名分���番地�

� 定款に記載された目的

この法人は、松江市民に対し、文化、芸術及びスポーツなどの振興を図る活動・事業を行い、住みよい地域社会の実

現に寄与することを目的とする。

� 縦覧に供する書類

定款、役員名簿、設立趣旨書、設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書並びに設立当初の事業年度及び翌事

業年度の収支予算書

	 縦覧期間

申請書を受理した日から�月間


 縦覧場所

県政情報センター（県庁南庁舎�階）

松江地区県政情報コーナー（松江合同庁舎�階）

特定非営利活動促進法（平成��年法律第	号）第��条第�項の規定に基づき特定非営利活動法人の設立の認証申請が

あったので、同条第�項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 申請のあった年月日

平成��年�月��日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称

ＮＰＯ法人 さくらんぼの家

� 代表者の氏名

小川 幸一

� 主たる事務所の所在地

島根県松江市島根町加賀����番地

� 定款に記載された目的

この法人は、地域の障害者に対して、生産活動の機会の提供、健康及び生活相談、交流会、福祉に関する情報提供等

を包括する地域活動支援センター事業及び就労継続支援事業を行い、障害者の自立を支援し、地域福祉の発展に寄与す

ることを目的とする。

� 縦覧に供する書類

定款、役員名簿、設立趣旨書、設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書並びに設立当初の事業年度及び翌事

業年度の収支予算書

	 縦覧期間

申請書を受理した日から�月間


 縦覧場所

県政情報センター（県庁南庁舎�階）

松江地区県政情報コーナー（松江合同庁舎�階）
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測量法（昭和��年法律第�		号）第
�条において準用する同法第��条第�項の規定により、公共測量の実施について国

土交通省中国地方整備局浜田河川国道事務所長から次のとおり通知を受けたので、同法第
�条において準用する同法第��

条第�項の規定により公告する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 作業種類

公共測量（基準点測量、地形測量）

� 作業期間

平成�	年��月日から平成��年�月�
日まで

� 作業地域

江津市桜江町坂本 渦巻地区

都市計画法（昭和�
年法律第���号）第��条第�項において準用する同法第�	条第�項の規定により、都市計画を変更

しようとするので、同法第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により次のとおり公告し、当該都市計画

の案を公衆の縦覧に供する。

なお、当該都市計画の案については、縦覧の期間満了の日までに意見書を提出することができる。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 都市計画の種類

平田都市計画道路

� 都市計画を変更する土地の区域

出雲市平田町、西平田町、灘分町、西代町及び東福町

� 縦覧場所

島根県土木部都市計画課、出雲市役所都市計画課及び出雲市平田支所建設課

� 縦覧期間

平成��年�月��日から平成��年�月�日まで（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。）
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